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○ 酒類事業者が直面する国内需要の減少、酒類事業従事者の高齢化といった構造的課題や、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響により顕在化した課題への解決に向けて、国内外の新市場を開拓するな
どの意欲的な取組を支援することにより、酒類業のポストコロナに向けた経営改革・構造転換を促すことを
目的とする。

目的

新市場（フロンティア）を開拓するなどの取組に対し補助を行う（フロンティア補助金）。
具体的な取組例としては、以下のとおり。
（１） 商品の差別化による新たなニーズの獲得
（２） 販売手法の多様化による新たなニーズの獲得
（３） ＩＣＴ技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化
（４） 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により顕在化した課題への対応
・ 補助対象者 ： 酒類事業者（製造業者、卸売業者、小売業者）又は酒類事業者を一者以上

含むグループ
・ 補助率 ： 補助対象経費の１／２

施策概要

新市場開拓支援事業の概要（R２補正（３次）：６億円、R３補正：８億円）
※令和２年度補正予算では「酒類業構造転換支援事業」として実施
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新市場開拓支援事業の実施状況等

（フロンティア補助金）

実施状況 アウトカム

酒類業構造
転換支援事業

Ｒ２補正（３次）

・第１期公募（令和３年２月１日（月） ～３月４日（木））
応募件数 ： ２５６件、採択件数 ： ９１件

・第２期公募（令和３年５月６日（木）～５月２７日（木））
応募件数 ： １２３件、採択件数 ： ３３件

・第３期公募（令和３年７月３０日（金）～９月３日（金））
応募件数 ： ７２件、採択件数 ： ３２件

合 計 ： ４５１件、採択件数 ： １５６件

補助事業に係る売上の全事
業者累計額（令和３年度から
令和５年度まで）が本事業執
行額を上回る。

（成果実績）
令和６年度集計予定

新市場開拓
支援事業

Ｒ３補正

・第１期公募（令和４年１月２０日（木） ～３月３日（木））
応募件数 ： １０７件、採択件数 ： ５９件

・第２期公募（令和４年４月２２日（木）～６月８日（水））

補助事業に係る売上の全事
業者累計額（令和４年度から
令和６年度まで）が本事業執
行額を上回る。

（成果実績）
令和７年度集計予定
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令和２年度第３次補正予算 酒類業構造転換支援事業費補助金 （６．０億円）
（フロンティア補助金）

株式会社無手無冠（高知県）

個人及び酒販店向け少ロットオリジナル清酒の

製造体制の構築

株式会社釜屋（埼玉県）

栗の樽による長期貯蔵栗焼酎の新商品開発及び

生産体制の構築

【事業内容】

・栗の樽で寝かせることにより、栗の風味を損なわず甘くて

香ばしい仕上がりとなる栗焼酎の古酒の生産体制を構築

●商品の差別化

【事業内容】

・個人や酒販店を対象にした自分だけのオリジナル清酒

を製造するための体制を構築

【取組結果】

・最低製造ロットを製成数量240L（720ml瓶換算で330本）

に落とすことで、個人や酒販店が依頼しやすい、オリジナ

ル清酒の製造体制を構築

・小型充填機を導入、試験醸造を行い、酒造りの全ての

工程を小型化し、少量仕込みの日本酒製造を実現

【取組結果】

・栗の木の新樽と、樽保管のため冷蔵設備を導入し、栗焼

酎を栗の木の樽で貯蔵した新商品の開発、生産体制を構

築

・ブランドイメージ向上を狙い、新商品のネーミングやラベ

ルも制作
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令和２年度第３次補正予算 酒類業構造転換支援事業費補助金 （６．０億円）
（フロンティア補助金）

株式会社ナガノ （福岡県）

個人の嗜好特性に対応した、最適な日本酒の推薦

システムの開発

酒ストリート株式会社 （東京都）

テイスティングマシーン導入によるワインの試飲販

売体制の構築

【事業内容】

・消費者の味覚嗜好特性を判別、さらに機械学習を用い

て、高精度で好みの日本酒タイプを判定し、商品を推奨・

販売するWebサービスを開発

●販売手法の多様化

【事業内容】

・プリペイドカード式のテイスティングマシーンを導入し、

一般客及びレストランなどの業務用の顧客向けの試

飲販売を実施

【取組結果】

・試飲スペースを新設、テイ

スティングマシーンを導入し、

一般客及びレストランなど

の業務用の顧客向けの試

飲販売を行うことにより、高

価格帯商品の販売や、新

規顧客の獲得につなげる

体制を構築

【取組結果】

・日本酒の官能評価やアンケート調査を基に、研究機関と

共同研究を行い、データ分析を実施

・データ分析の

結果から、客観

的に好みの日

本酒を手軽に

判定できる「酒

ナビ」β版の開

発に成功
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令和２年度第３次補正予算 酒類業構造転換支援事業費補助金 （６．０億円）
（フロンティア補助金）

有限会社松蔵屋（茨城県）

ＩｏＴを活用した醪発酵タンク導入による酒質向上

と再現性の確立

丸石醸造株式会社 （愛知県）

【事業内容】

・温度の経日変化をPCやスマホで管理可能とし、安定した

醪発酵で酒質向上と、24時間の監視体制を不要とする。

酒流通業に特化したＩｏＴ在庫管理システムによる

業務効率化の実証

【事業内容】

・在庫管理の自動化を実現するため、自動在庫管理シ

ステム用の重量センサを使ったＩｏＴ台車を開発、在庫確

認時間を大幅に削減できることを検証

●ICT技術の活用

【取組結果】

・サーマルタンク密閉7000型（外部温度確認仕様）を３基導

入、安定した醪発酵経過を維持できることを確認し、温度管

理の安定化により酒質の再現性を確立

・醪経過温度のデータをスマホ等に転送することで、作業者

の24時間の監視体制が不要となった。

【取組結果】

・自動在庫管理システム用の重量センサを使ったＩｏＴ台

車や、倉庫内で台車と商品を紐づけるためのスマホア

プリも開発

・実証実験により、ＩｏＴ

台車を導入すれば、在

庫確認に要する労働

時間の10％削減が可

能なことを確認
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令和２年度第３次補正予算 酒類業構造転換支援事業費補助金 （６．０億円）
（フロンティア補助金）

南三陸ワイナリー株式会社（宮城県）

急速冷凍技術による生酒の品質維持と超フレッ

シュな新商品の開発

笹の川酒造株式会社 （福島県）

【事業内容】

・最適な手段で「生酒」を提供

・搾りたてを急速に冷却、保管することで、蔵元で搾った状

態の美味しいフレッシュな生酒を消費者に提供

南三陸の特徴的な食材とワインとのペアリングセッ

ト商品の開発

【事業内容】

・南三陸町産海産物を使用した加工食品を開発するとと

もに、その食品に合わせたワインを醸造し、家飲み需要

に対応したセット商品を開発

●新型コロナの課題対応

【取組結果】

・急速冷凍が可能な最新の急速冷凍機を導入し、生酒を

急速に冷却することで、生酒の品質維持が可能であること

を確認

・導入した急速冷凍機を用いて、搾りたての風味を保った

試作品の開発に成功

・他社に先駆け、実

用化を進められる段

階へ進展

【取組結果】

・オリジナル加工食品とワインのセット商品３つを開発

・ペアリングを楽しむオンラインイベントも開催し、約150

名が参加、高い評価を得た。
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日本産酒類海外展開支援事業の概要（R３当初：７億円、R４：７億円）

○ 酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓といった日本産

酒類の高付加価値化や認知度向上に向けた取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大を図

ることを目的とする。

日本産酒類の輸出促進のため、以下の取組に対し補助を行う（ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金）。
（１） 酒類事業者による商品等の高付加価値化やブランド戦略策定の取組

（２） 酒類事業者による酒蔵ツーリズムプラン策定、他産業との連携に係る取組

・ 補助対象者 ： 酒類事業者（製造業者、卸売業者、小売業者）又は酒類事業者を一者以上含む
グループ

・ 補助率 ： 補助対象経費の１／２

施策概要

目的
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日本産酒類海外展開支援事業の実施状況等

（ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金）

実施状況 アウトカム

日本産酒類
海外展開
支援事業

Ｒ３

・第１期公募（令和３年２月１日（月） ～３月１１日（木））
応募件数 ： １５２件、採択件数 ： ７０件

・第２期公募（令和３年５月６日（木）～５月２７日（木））
応募件数 ： ５５件、採択件数 ： ２４件

・第３期公募（令和３年７月３０日（金）～９月３日（金））
応募件数 ： ２３件、採択件数 ： １５件

合 計 ： ２３０件、採択件数 ： １０９件

補助事業者が補助金交付申請
時に設定する事業KPIのうち短
期KPI（令和３年度末のKPI）を達
成した採択事業の割合を８０％
以上とする。

（成果実績）
６４．２％ （達成度８０．３％）

日本産酒類
海外展開
支援事業

Ｒ４

・第１期公募（令和４年２月３日（木） ～３月２４日（木））
応募件数 ： ６９件、採択件数 ： ４９件

・第２期公募（令和４年４月２２日（木）～６月８日（水））

補助事業者が補助金交付申請
時に設定する事業KPIのうち短
期KPI（令和４年度末のKPI）を達
成した採択事業の割合を８０％
以上とする。

（成果実績）
令和５年度集計予定
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令和３年度予算 日本産酒類海外展開支援事業費補助金（７．０億円）
（ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金）

株式会社神戸酒心館 （兵庫県）

●ブランド化の推進

日本産酒類を取り扱う現地インポーターのイベント活

動を支援する枠組み

【事業内容】

・中国で「ライブコマース」の定期開催や世界的酒類業界誌

「The Drinks Business」での自社情報の発信をするなど、各

国現地インポーターやディストリビューターの販促活動を支

援することで、自社ブランド認知度の向上及び販路を拡大

【取組結果】

・令和３年６月～翌年１月ま

での「ライブコマース」累計視

聴者数は3,700万人を超え、

自社ブランドの認知度向上に

成功

・ 「The Drinks Business」で、

継続的情報発信を続けた結

果、輸出数量が、北米向け

は対前年比234％、ヨーロッ

パ向けは前年比150％と増大

RYUKYU1429株式会社（沖縄県）

琉球泡盛高付加価値プロジェクト

【事業内容】

・イギリスと香港市場における琉球泡盛の需要促進を図る目

的で、現地バーテンダー協会と連携し、会員向けセミナーの

開催や店舗プロモーション、SNS情報発信やカクテルコンペ

ディション等のプロモーション活動を継続的に実施

【取組結果】

・イギリスのカクテルイベントで

RYUKYU1429を使ったカクテル

を開発、２日間で185名に琉球

泡盛のセミナーを実施

・香港のトップバー11軒・50人

以上のバーテンダー等にセミ

ナーを実施し、琉球泡盛の認

知度を向上

・琉球泡盛の普及には、各国・

地域に専門的知識を持った人

材を育成できるかが課題
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令和３年度予算 日本産酒類海外展開支援事業費補助金（７．０億円）
（ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金）

ミートツーリズム推進委員会 （宮崎県）伏見酒造組合 （京都府）

【事業内容】

・都城市や都城観光協会と連携し、蔵見学等の体験型コンテ

ンツに地元の特産である「宮崎牛」と「焼酎・地ビール・ワイ

ン」のペアリングや「吉助ダイニング」のスペシャルディナー等

を組み合わせた高単価ツアーの造成、販売フォーム・チラシ

の制作による販促ツールの整備

食材を大切に「始末する」京都の食文化と伏見の酒

蔵ツーリズム

【事業内容】

・酒蔵ツアーに、食べ物を大切にする京都伝統「始末の文

化」を体現する酒粕料理や伝統工芸を盛り込んだラグジュ

アリーツアーや、酒蔵と地域飲食店が連携した新たな観光

コンテンツの造成のほか、SNSを活用した情報発信等により、

「伏見」の日本酒が京都の生活・文化に根差していることを

訴求

●酒蔵ツーリズムの推進

【取組結果】

・ツアー参加者へのアン

ケート結果のうち、満足以

上の評価が80％を超え、

富裕層や個人旅行者から

の高い需要を確認

・SNSリーチ数が目標の

5,000を大きく上回る24,429

を達成するなど、今後のイ

ンバウンド需要に期待

ミート×酒蔵ツーリズム推進事業

【取組結果】

・モニターツアーを通じて、コンテ

ンツ訴求ポイントや値頃感といっ

た情報を収集し、２種類のツアー

の商品化に成功

・商品化したツアーは、都城観光

協会ホームページ上に申し込み

フォームを設置するとともに、商

品紹介チラシを活用して商品販

売を推進予定
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補助金事業の流れ【国税庁による直接執行】
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・外部審査員を含む審査委員会が、事業者等から提出された応募書類について審査を実施。
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参考資料



令和２年度 令和３年度 令和４年度

酒類業構造転換事業費補助金
（フロンティア補助金）

令和２年度第３次補正
予算額６億円

全額を翌年度に繰越し ―

新市場開拓支援事業費補助金
（フロンティア補助金）

令和３年度補正 予算額８億円

― 全額を翌年度に繰越し

日本産酒類海外展開事業費補
助金
（ブランド化・酒蔵ツーリズム補
助金）

令和３年度 予算額７億円
令和４年度 予算額７億円

―

各補助金の実施年度等

事業実施

事業実施 事業実施

事業実施

参１



国税庁 酒類業振興関係予算

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づき、日本産酒類の一層の輸出拡大を図るため、海外
販路の拡大及び認知度向上等を同時に実現するための輸出促進施策を加速・強化。
更に、ポストコロナの好機を的確に捉え、酒類業構造転換支援等を新たに実施し、国内向け施策

と輸出促進施策を両輪として展開。

【計26.8億円( )】
令和３年度当初予算 13.7億円
令和２年度第３次補正予算 13.1億円

【３次補正 6.0億円】

◎ 酒類事業者が抱える構造的課題の解決に向けた
新規性・先進性のある取組を支援し、ポストコロナ
に向けた酒類事業者の経営改革、酒類業界の構
造転換を促進

（補助対象となる取組）
① 商品の差別化による新たなニーズの獲得
② 販売手法の多様化による新たなニーズの獲得
③ ＩＣＴ技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化

国内向け施策

酒類業構造転換支援 新規

◎ 消費者の嗜好等を把握するための市場調査
◎ 海外拠点におけるコーディネーター設置・活用
○ 海外大規模展示会においてジャパンブースを設置
○ 海外商談会の実施、海外バイヤーの招へい
○ 輸出商社・卸と酒類製造者等のマッチング等支援

（日本産酒類輸出促進コンソーシアム）
○ 沖縄振興の観点から琉球泡盛等のプロモーション

等

○ 海外需要を積極的に取り込み輸出拡大につなげる
ため、酒類事業者による商品のブランド化や酒蔵
ツーリズム推進に係る取組を支援

○ 地理的表示（ＧＩ）シンポジウム等の開催
○ ジャパンハウス等を活用した日本産酒類のＰＲ
○ 海外の酒類専門家の招へい（酒蔵視察等）
◎ 日本酒等のユネスコ無形文化遺産登録に向けた

調査及び保存・活用体制の整備 等

輸出促進施策

（注）この他に令和３年度予算において、以下を計上。
・ 酒類総合研究所に対する運営費交付金【１０．４億円】（ブランド価値向上等に資する研究、国内外への情報発信強化等）
・ 日本酒造組合中央会の國酒振興事業に対する補助金【６．０億円】（イベント等を通じた消費者に対する情報発信、技術継承のための勉強会等）

海外販路拡大に向けた取組 認知度向上等に向けた取組

新規

（※ ○は令和３年度当初予算、◎は令和２年度第３次補正予算）

【Ｒ３ 3.3億円、３次補正 4.0億円】 【Ｒ３ 10.3億円、３次補正 3.1億円】

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充 新規

令和３年度
実施分

参２



（２）日本産酒類の販路拡大・消費喚起推進 ５．５億円
（Enjoy SAKE! プロジェクト）

酒類事業者団体等による日本産酒類の販路拡大や消費喚起に向けた
各種イベント等について、有効な開催手法等のモデル事例の構築

（３）日本産酒類ブランド化推進 １．６億円

地理的表示（GI）酒類のブランド価値向上のためのシンポジウム等（琉
球泡盛等のプロモーションを含む）を実施。
上記シンポジウム内において、日本産酒類のブランド化のための方策

等のテーマについて、若者の自由な発想によるビジネスプランを対象とし
た若年層向けビジネスコンテストを開催。

（注）この他に令和４年度予算において、以下を計上。

・ 酒類総合研究所に対する運営費交付金【１０．１億円】（ブランド価値向上等に資する研究、国内外への情報発信強化等）

・ 日本酒造組合中央会の國酒振興事業に対する補助金【６．０億円】（輸出戦略を踏まえた活動事業費、海外サポートデスクの増設、イベント等を通じた消費者に対する情報発信等）

（１）新市場創造支援事業 １５．０億円

① 新市場開拓支援事業費補助金 ８．０億円

（フロンティア補助金）

【対象となる取組】

・ 商品の差別化による新たなニーズ獲得事業

・ 販売手法の多様化による新たなニーズ獲得事業

・ ICTを活用した製造・流通の高度化・効率化事業

・ 新型コロナ感染症拡大の影響により顕在化した課題への対応

② 日本産酒類海外展開支援事業費補助金 ７．０億円

（ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金）

【対象となる取組】

・ 日本産酒類のブランディング事業

・ 酒蔵ツーリズムによるインバウンド需要開拓事業

１．新市場創造関係 （１）～（４）：２２．１億円

２．輸出促進関係 （１）～（４）：２２．５億円

（４）中小企業等経営支援経費 ０．１億円

活性化・経営革新研修（事業承継セミナーを含む）

（２）海外販路開拓支援 ３．９億円

① オンライン商談会等

② ビジネスマッチング

③ 酒類輸出コーディネーター

④ 海外バイヤー招聘

⑤ 海外市場調査

（１）新市場創造支援事業（再掲） １５．０億円 （３）国際的プロモーション ２．０億円

① ジャパンハウス等でのＰＲ

② 海外酒類専門家等育成

海外の料理教室と連携し、日本産酒類と現地の食材のペアリングメ
ニューの開発やレッスンを通じた認知度向上を実施等。

③ ユネスコ登録の機運醸成

日本酒等のユネスコ登録に向けた機運を醸成するための各種PR事業
「伝統的酒造り」が登録無形文化財に登録されたことを踏まえ、機運醸

成への取組を強化。

（４）日本産酒類ブランド化推進（再掲） １．６億円

拡充

補正

🍝🍝🍶🍶
一部新規

国税庁 酒類業振興関係予算 【 計2８.０億円 (        )】
令和４年度当初予算：１４．２億円
令和３年度補正予算：１３．８億円

補正

当初

拡充

当初

当初

当初

当初

当初 補正 （０．３億円）＋
オンライン
商談会等

輸出コンソーシアム
（ビジネスマッチング）

海外
バイヤー

輸出
商社等

国内酒類
事業者

オンライン
商談会等

情報発信

発掘

酒類輸出
コーディ
ネーター

当初

一部新規

令和４年度
実施分
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酒類課税移出数量の推移
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（単位：前年同期比増減率、％）

2021年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 計

家庭消費 +15.6 +2.6 ▲0.1 ▲5.7 ▲4.2 ▲3.3 +0.1 ▲8.3 ▲15.3 +6.3 ▲5.2 ▲1.2 ▲2.3

飲食店消費 ▲90.8 ▲83.8 ▲49.9 +98.2 ▲6.2 ▲62.2 ▲52.7 ▲65.5 ▲82.6 ▲32.9 +1.5 +143.6 ▲49.2

家庭＋
飲食店消費

▲28.8 ▲25.5 ▲10.6 ▲1.3 ▲4.3 ▲10.3 ▲7.9 ▲15.0 ▲24.3 ▲1.8 ▲4.1 +11.3 ▲10.2

最近の酒類の消費動向

2020年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 1０月 １１月 １２月 計

家庭消費 +5.2 +12.5 +9.5 +22.5 +26.9 +17.4 +12.2 +11.7 +5.9 +22.1 +14.2 +8.2 +13.6

飲食店消費 +16.1 +12.3 ▲ 51.9 ▲ 90.0 ▲88.0 ▲62.5 ▲52.6 ▲63.6 ▲53.3 ▲35.9 ▲57.2 ▲81.7 ▲52.7

家庭＋
飲食店消費

+9.5 +12.5 ▲ 13.6 ▲ 17.1 ▲9.0 ▲6.3 ▲7.0 ▲10.2 ▲9.5 +2.9 ▲10.2 ▲24.1 ▲8.1

（出典）総務省統計局「家計調査」（2020年）（「２人以上世帯」の１世帯当たり平均消費支出金額【名目】）

（出典）総務省統計局「家計調査」（2021年）（「２人以上世帯」の１世帯当たり平均消費支出金額【名目】）

（単位：前年同期比増減率、％）

参５



国・地域 2020年
対前年
増減率

2021年
(１-12月)

対前年同期
増減率

中華人民共和国 17,292 ＋70.9% 32,025 ＋85.2%

アメリカ合衆国 13,840 ▲11.6% 23,811 ＋72.0%

香港 9,975 ＋59.5% 14,758 ＋48.0%

台湾 6,541 ＋5.5% 9,307 ＋42.3%

フランス 3,185 ▲7.4% 5,748 ＋80.5%

シンガポール 3,829 ＋11.2% 5,067 ＋32.3%

オーストラリア 2,617 +14.2% 4,193 ＋60.2%

オランダ 3,062 ▲15.1% 3,878 ＋26.6%

大韓民国 1,919 ▲68.8% 2,763 ＋44.0%

マカオ 552 ＋132.0% 2,021 ＋265.9%

（参考）EU・英国 7,975 ▲12.9% 12,774 ＋60.2%

最近の日本産酒類の輸出動向について

出典：財務省貿易統計

○ 2021年１月から12月までの輸出金額は約1,147億円（対前年同期61.4％増）となり、初めて1,000億円を突破。

○ ８月末で2020年の輸出金額（約710億円）を上回り、10年連続で過去最高を更新。

○ 品目別にはウイスキーや清酒が、国・地域別には中国やアメリカ、香港が輸出を牽引。

○品目別輸出金額

品 目 2020年
対前年
増減率

2021年
（１-12月）

対前年同期
増減率

ウイスキー 27,115 ＋39.4% 46,144 ＋70.2%

清酒 24,141 ＋3.1% 40,178 ＋66.4%

リキュール 8,623 ＋33.9% 12,067 ＋39.9%

ビール 5,772 ▲37.0% 7,361 ＋27.5%

ジン・ウォッカ 2,019 ▲40.7% 3,392 ＋68.0%

焼酎 1,201 ▲23.0% 1,746 ＋45.4%

ワイン 348 ＋99.8% 687 ＋97.6%

その他 1,811 ▲26.9% 3,083 ＋70.2%

合計 71,030 ＋7.5% 114,658 ＋61.4%

（単位：百万円）

（単位：百万円）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計

輸出金額
（億円） 76.6 80.0 102.5 107.9 92.4 104.3 102.2 92.8 92.5 100.8 90.3 104.3 1,146.7

対前年
同期比
（％）

+52.9 +43.0 ＋84.5 +105.6 +139.2 +88.8 +76.9 +75.2 +49.4 +39.5 +22.9 +24.2 +61.4

○2021年の輸出金額の推移

○輸出金額上位10か国・地域
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※各月の輸出金額は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。 ※確々報の発表を受け、2022年５月に数値を一部修正。参６



9,121 

億円

２兆円

５兆円

2019年 2025年 2030年

農林水産物・食品の輸出目標

輸出拡大実行戦略（酒類）

約2.2倍

○ 農林水産物・食品の輸出目標である、「2025年までに２兆円、2030年までに５兆円」の達成に

向け、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」において、酒類については、「清酒」、「ウイス

キー」及び「本格焼酎・泡盛」の３品目を重点品目とし、ターゲット国等を定め、更なる輸出拡大

に取り組んでいく。

○ この３品目については、農林水産物・食品全体の輸出目標の伸び率（対2019年比約２．２倍）

を上回ることを目指す。

重点品目 ターゲット国 2025年目標
（2019年）

清酒
米国、中国、香港、
ＥＵ・英国、台湾、
シンガポール

600億円
（234.1億円）

ウイスキー
ＥＵ・英国、米国、
中国、台湾

680億円
（194.5億円）

本格焼酎・泡盛 中国、米国、台湾 40億円
（15.6億円）

約2.5倍

約3.5倍

約2.5倍

参７



政府決定等①

○ 2019年（令和元年）11月 「農林水産物及び食品の輸出促進に関する法律」
（輸出促進法）成立

・ これまで、農林水産物・食品の輸出拡大に向け、日本食のプロモーション等の取組を実施。更なる輸出拡大

のためには、輸出先国による食品安全等の規制等に対応するため、政府が一体となって取り組むための体制

整備が必要であるため、本法が整備された（令和２年４月１日施行）。

○ 2020年（令和２年）３月 「食料・農村・農業基本計画」

・ 2030年（令和12年）までに農林水産物・食品の輸出額を５兆円とする（※）。

（※） 個別品目の目標額は示されておらず、酒類は加工食品の目標額２兆円に含まれる。

○ 2020年（令和２年）７月 「成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ・令和２年度革新
的事業活動に関する実行計画」

・ 農林水産物・食品の輸出額を2025年（令和７年）に２兆円、2030年（令和12年）に５兆円とすることを目指す。

○ 2020年（令和２年）５月 「知的財産推進計画2020」

・ 日本産酒類と他業種の連携の更なる促進や地理的表示（ＧＩ）の活用等により、日本産酒類のブランド化や

輸出拡大を図る。

・ 日本産酒類の販路拡大支援や国際的プロモーション、新商品開発への技術支援等により、輸出の拡大を図

る。また、事業者自身によるブランド化に関する取組を支援する。

・ インバウンドにより輸出の拡大を図るため、酒蔵ツーリズムを推進する。

参８



政府決定等②

○ 2020年（令和２年）12月 「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」

Ⅱ ＴＰＰ等関連政策の目標
（目標） 2030年の農林水産物・食品の輸出額５兆円目標の達成を目指す。

○ ＴＰＰ等による関税や非関税措置の撤廃、地理的表示（ＧＩ）の保護等と併せて、日本産酒類のブランド価
値の向上に向けた取組等を通じ、日本産酒類の競争力を高め、海外展開を推進する。

Ⅳ 政策大綱実現に向けた主要施策
○ 日本産酒類の輸出促進に向けた取組

（国際的プロモーション等による日本産酒類の情報発信、事業者の販路開拓支援、地理的表示（GI）の活
用を含むブランド化、酒蔵ツーリズムの取組の支援、技術支援等の実施）

○ 2020年（令和２年）12月 「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」

・ 酒類については、「清酒」、「ウイスキー」、「本格焼酎・泡盛」の３品目を重点品目とし、ターゲット国等を定
め、更なる輸出拡大に取り組んでいく。

○ 2020年（令和２年）12月 「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」

Ⅱ ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現
・ ポストコロナに向け、中小企業の事業継続、業態転換や新たな分野への展開等の経営転換を強力に後
押しすること等を通じて、生産性の向上、賃金の継続的な上昇につなげる。

○ 2021年（令和３年）11月 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

Ⅲ 未来を切り開く「新しい資本主義」の起動
エ 中小企業等の足腰強化と事業環境整備
・ 新市場開拓支援事業（酒類業） 参９



関係省庁の設置法

○ 財務省設置法

任務
（第十九条）

国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正
な運営の確保を図ることを任務とする。

所掌事務
（第四条）

十九 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び安全性の確保に関すること。

○ 農林水産省設置法

任務
（第三条）

農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中
山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水
産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。

所掌事務

（第四条）
七 飲食料品（酒類を除く。）及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

○ 経済産業省設置法

任務
（第三条）

経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発
展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。

所掌事務

（第四条）
十五 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。

参10



輸出促進法について
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申請書審査における評価基準（フロンティア補助金）

参12

１．基礎項目

次の要件を全て満たすものであること。１つでも要件を満たさない場合

には、その申請は失格とし、その後の審査を行いません。

（１） 申請者が「３. 補助対象者」の要件に合致していること。

（２） 申請者の取組が「４. 補助対象事業」の（１）から（４）のいずれかの

事業であること。

（３） 申請者が、補助事業を遂行するために必要な能力を有すること。

２．評価項目

※ 審査にあたっては、以下の評価項目について、定量的な記載がされ

ているかという点も重要なポイントになります。

（１）新規性・先進性

・ 革新的な新製品の開発や新サービスの提供等を行う取組又は先端

ＩＣＴ技術（ＡＩやＲＦＩＤ等）を導入する取組であるか。

・ 既存商品・サービス等に比べて優位性が見込まれるか。

・ 他の酒類事業者のモデルとなる取組であるか。

（２）事業の実現性・妥当性

① 現状分析

・ 自らの置かれている環境や現状について認識しているか。

・ 活用しようとする技術等について、その可能性を把握するなど、自ら

の製品や販売・流通体制等について適切な現状分析がなされている

か。

② 目標、事業内容の妥当性

・ 本年度に達成すべき目標が明確に示されているか。

・ 事業内容が目的に照らして現実的かつ具体的か。

・ 事業実施における課題、対応、時間軸が明確で、整合性が図られ

ているか。

③ 必要経費の妥当性

・ 必要経費は、事業内容に照らして妥当か（著しく高額となっていない

か。）。

④ 事業実施体制の妥当性

・ 事業を適切に遂行するための経営資源（技術力、経験、ノウハウ、資

金調達力、人材等）を有しているか。

・ 財務状況等は、適切な事業遂行に当たって問題ないか。

・ 参画事業者等が存在する場合、役割分担は明確か。

（３）事業の収益性及び持続性

・ 費用対効果（補助金額に対して想定される売上・収益の規模感）は妥

当か。

・ 補助事業終了後の事業の自走に向けた計画・ビジョンが明確であり、

かつ、その内容が妥当なものであるか。

（４）加点項目

国税庁の政策目標を踏まえた加点

・ 事業者等が経営強化法に基づく経営革新計画、異分野連携新事業

分野開拓計画、経営力向上計画、中小企業地域資源活用促進法に基

づく地域産業資源活用事業計画又は農商工等連携促進法に基づく農商

工等連携事業計画のいずれかの認定を受けている場合等には加点す

る。

・ パートナーシップ構築宣言を行っている事業者には加点する。

※ 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-

partnership.jp/index.html）において宣言をしている事業者。（応募締

切日時点）

■ 令和３年度補正予算 新市場開拓支援事業費補助金 （フロンティア補助金） 【第２期公募要領】



○ 補助事業終了後の事業の自走に向けた計画・ビジョンが明確であり、かつ、その

内容が妥当なものであるか。

○ 補助事業を通じて支援する酒類事業者が、本補助事業による支援終了後も、当

該事業を持続・継続可能な計画がされているか。

(5) 事業実施体制の妥当性

○ 事業を適切に遂行するための経営資源（技術力、経験、ノウハウ、資金調達力、

人材等）を有しているか。また、酒類事業者の役割が明確にされているか。

○ 財務状況等は、適切な事業遂行に当たって問題ないか。

○ 参画事業者等が存在する場合、役割分担は明確か。

(6) 実効性を高める仕組み

○ 国内外の販路拡大に関する専門的な知見を有する外部専門家等の関与が明確

か。

○ 越境ＥＣやクラウドファンディング等、事業を効率的に進めるために民間支援事業

者等を活用しているか。

○ 市場の動向、ニーズ、トレンド等を把握できる仕組みがあるか。

○ 地域商社等、商流を有する者と連携し、商談後の手続を確実に成果につなげるも

のであるか。

(7) 将来的な事業展開の可能性

○ 資金調達力、体制、地域経済への影響等、中長期的な目標と次年度以降の事業

計画が妥当であり、事業継続が見込まれるか。

(8) 政策的意義

○ 農林水産物・食品の輸出拡大に資する取組となっているか。

○ 観光庁日本版DMOとの連携など、地域の交流人口拡大に資する取組となってい

るか。

(9) 加点項目

国税庁の政策目標を踏まえた加点

・ パートナーシップ構築宣言を行っている事業者には加点する。

※ 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-

partnership.jp/index.html）において宣言をしている事業者。（応募締切日時点）

申請書審査における評価基準（ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金）

参13

１．基礎項目

（フロンティア補助金と同様のため記載省略）

２．評価項目

※ 審査に当たっては、以下の評価項目について、定量的な記載がされているかという

点も重要なポイントになります。

(1) 現状分析

○ 自らの置かれている環境や現状について認識しているか。

○ 活用しようとする素材や技術等について、その可能性を把握するなど、自らの製

品等について適切な現状分析がなされているか。

○ 市場開拓段階の事業の場合、販路の拡大、外需の獲得を行おうとする市場の現

状・課題（関税・輸送コスト、ニーズ、規制等）の把握、分析がなされているか。

(2) 目標、事業内容の妥当性

○ 本年度に達成すべき目標が明確に示されているか。

○ 事業内容が目的に照らして現実的かつ具体的か、また、新型コロナウイルスによ

る影響を勘案した内容となっているか。

○ 必要経費は、事業内容に照らして妥当か（著しく高額となっていないか。）。

○ 事業実施における課題、対応、時間軸が明確で整合性が図られているか。

○ 取組の結果、販路の拡大や、外需獲得につながる内容であるか。

○ 地域経済の活性化及び地域企業の振興に寄与するものであるか。

(3) 先進性・優位性

○ 既存・競合商品等に比べて差別化がなされているか（性能、価格、流通、知名度

等）。

○ 優位性を維持・拡大するために必要な取組が計画されているか。

○ 取組が先進的なものであるか。また、他の酒類事業者の参考・励みとなるような内

容であるか。

(4) 事業の収益性及び持続性

○ 費用対効果（補助金額に対する売上の規模感）は妥当か。

○ 補助事業の結果を踏まえた生産・販売・市場獲得等の事業化に向けた計画・ビ

ジョンの見直しがスケジュールに記載されているか。また、見直しの内容（性能向

上、高付加価値化、ブランド化等）が妥当なものか。

■ 令和４年度予算 ⽇本産酒類海外展開⽀援事業費補助⾦ （ブランド化・酒蔵ツーリズム補助⾦） 【第２期公募要領】



新市場開拓支援事業 ※令和２年度補正予算では「酒類業構造転換支援事業」として実施

○ 酒類事業者の、国内外の新市場を開拓するなどの意欲的な取組を支援することにより、酒類業のポストコロナに向けた経営

改革・構造転換を促す。

事業の目的

インプット

（資源）
アクティビティ

（活動内容）

○支援事業の採択

[令和２年度補正]
応募451件
採択156件（活動実績）
（活動見込：150件）
※令和３年度補正
活動見込：200件

アウトプット

（活動目標）

○新市場（フロンティ
ア）を開拓するなどの
取組に対し補助

具体的な取組例
（１） 商品の差別化に
よる新たなニーズの獲得
（２） 販売手法の多
様化による新たなニーズの
獲得
（３） ＩＣＴ技術を
活用した、製造・流通の
高度化・効率化
（４） 新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響によ
り顕在化した課題への対
応

アウトカム

（成果目標）

インパクト

（政策効果）

○酒類業の持
続的な発展

○地域経済・
地域社会の活
性化に寄与

○ 酒類事業者は、①国内需要の減少、②酒類事業従事者の高齢化、③新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に直面

○ そこで、上記①、②といった構造的な問題や、上記③により顕在化した問題を解決し、酒類事業者の自律的・持続的な成長を

後押しするためには、国内外の新市場を開拓するなどの意欲的な取組を支援する必要がある。

現状把握、課題

○予算の確保

令和２年度補
正：6.0億円

令和３年度補
正：8.0億円

※新型コロナウイ
ルス感染症拡大
等に伴い、各年度
内に事業を完了
することが困難と
なったため、それぞ
れ翌年度に全額
繰り越している。

支援事業の採択に当たり、
・国税庁による審査及び
・外部アドバイザーによる評価
により、事業目的に照らし実
効性の高い事業を選定して
いる。

○酒類事業者の売上増加

（成果目標）
補助事業に係る売上の全事業者累計
額（事業実施年度以降３年度分）が
本事業執行額を上回る。
（成果指標）
・令和２年度補正：令和６年度集計
予定
・令和３年度補正：令和７年度集計
予定



日本産酒類海外展開支援事業

○ 酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓といった日本産酒類の高付加価値化

や認知度向上に向けた取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大を図る。

事業の目的

インプット

（資源）
アクティビティ

（活動内容）

○支援事業の採択

[令和３年度]
応募230件
採択109件（活動実績）
（活動見込：110件）
※令和４年度
活動見込：109件

アウトプット

（活動目標）

○日本産酒類の輸
出促進のため、以下
の取組に対し補助

（１） 酒類事業者によ
る商品等の高付加価値
化やブランド戦略策定の
取組

（２） 酒類事業者によ
る酒蔵ツーリズムプラン策
定、他産業との連携に係
る取組

アウトカム

（成果目標）

○日本産酒類の高付加価値化や
認知度向上

（成果目標）
補助事業者が補助金交付申請時に設
定する事業ＫＰＩについて、事業実施年
度末に達成した採択事業の割合を80％
以上とする。（複数の事業KPIを設定して
いる場合には、そのうち１つでも達成すれば
成果とする。）

（成果指標）
・令和３年度： 64.2％（達成度
80.3％）
・令和４年度：令和５年度集計予定

インパクト

（政策効果）

○日本産酒類の
輸出拡大を通じ
た酒類業の更なる
発展

○地域への誘客
促進を通じた地
域経済の活性化
に寄与

○ 国税庁では、日本産酒類の更なる輸出拡大に向け、販路開拓支援、認知度向上等を強化している。

○ そのためには、酒類事業者による取組として、高付加価値化とそれに見合った価格設定、そのためのブランド戦略、インバウ

ンドによる海外需要の拡大が不可欠であることから、それら取組を支援する必要がある。

現状把握、課題

○予算の確保

令和３年度予
算：7.0億円

令和４年度予
算：7.0億円

支援事業の採択に当たり、
・国税庁による審査及び
・外部アドバイザーによる評価
により、事業目的に照らし実
効性の高い事業を選定して
いる。


